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福岡高裁昭和五二年（行コ）第一八号、五五・一〇・二二判決

判 決

控訴人 北九州市

被控訴人 福岡県地方労働委員会

参加人 北九州市交通局労働組合

右当事者間の不当労働行為救済命令取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判

決する。

主 文

原判決を取消す。

被控訴人が、福岡労委昭和四二年（不）第二六号不当労働行為救済申立事件について、

同四七年四月二六日付でした「北九州市交通事業管理者交通局長 Y1 は、同四二年八月二

日付で行った X1、X2、X3 に対する停職六か月、X4、X5、X6、X7、X8 に対する停職三

か月、X9、X10、X11、X12 に対する停職一か月、X13 に対する戒告の各懲戒処分を取消

し、同人らに対する賃金及び処遇面において、上記の懲戒処分がなかったのと同様の状態

に回復しなければならない。」旨の命令を取消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人及び参加人らの負担とする。

事 実

一 当事者の求める裁判

1 控訴人

主文同旨。

2 被控訴人及び参加人

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

二 当事者の主張及び証拠関係

次に付加するほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

1 控訴人

証拠として、甲第二一号証の一、二、第二二ないし第二四号証を提出し、当審に

おける証人 Y2 の証言を援用し、丙第九号証、同第一〇号証の一、二、同第一一号

証は、いずれも原本の存在及びその成立を認め、参加人が当審において提出したそ

の余の丙号証の成立はいずれも不知と述べた。

2 被控訴人

甲第二一号証の一、二の成立を認め、同第二二ないし第二四号証の成立は不知と

述べた。

3 参加人

証拠として、丙第九号証、第一〇号証の一、二、第一一(以上、いずれも写)、第

一二号証、第一三号証の一、二、第一四号証、第一五号証の一ないし五、第一六、

第一七号証を提出し、当審における証人 X7、同 X11、同 X8、同 X4、同 X14 の各

証言を援用し、甲第二一号証の一、二、同第二二号証の成立を認め、同第二三、第

二四号証の成立は不知と述べた。

理 由
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一 原判決の理由一ないし四の認定判断は、次に付加し、改めるほか、当裁判所の認定

判断と同一であるから、これを引用する。

1 原判決五一枚目表五行目の「同第三号証の一、二」の次に「当審における証人 X7、
同 Y2 の各証言、同 Y2 の証言により真正に成立したと認められる甲第二二号証」

を、同五六枚目裏四行目の「議案書にも」の次に「議案件名として」を各加える。

2 同五八枚目裏四行目の「乙第二六号証の一、六」を乙第二六号証の一ないし一五」

と、同七行目の「参加人」を「参加人及びその組合員である原告の職員」と、同裏

末行以下同五九枚目表四行目までを「参加人は、原告側の対応とにらみ合せて実力

行使の具体的戦術を定めることとし、同日以降同年七月二日頃までの間、訴外 X1
ほか一二名らの組合役員をもって構成する戦術委員会をしばしば開催し、同戦術委

員会において、同月二一日から二三日まで(第一波)超過勤務拒否、同月二七日から

同年七月一日まで(第二波)超過勤務拒否及び完全点検闘争、同月三日(第三波)超過

勤務拒否及び一斉休暇闘争を実施する旨の闘争計画を策定し、組合員をしてこれら

の実力行使を行わせることを決定した。」と各改める。

3 同五九枚目表七行目の「順序は前後するが、」を「一方、」と改める。

4 同五九枚目裏一行目の末尾に「(第一波)」を、同三行目の「各供述、」の次に「同

Y2 の証言により真正に成立したと認められる甲第六号証、」を各加え、同五行目以

下同八行目の「本件交渉難航」までを「原告のバス運行ダイヤは、労使の委員によ

って構成されるダイヤ編成審議会の審議を経て定められるが、本件当時の公示ダイ

ヤは、参加人の同意のもとに一日九勤務が時間外勤務ダイヤとして編成されており、

参加人との間に、三六協定を結んで時間外勤務、いわゆる超過勤務(以下「超勤」

という。)が実施され、交通局においては右超勤が恒常化し、超勤拒否があれば平

常のダイヤ運行に支障を来たす状況にあったこと、この状況のもとで参加人は、財

政再建計画案に対する交渉の難航」と改め、同裏末行の「することとし、」の次に

「当局からの交通事業の正常な運行のため同協定の締結、更新方の要望にかかわら

ず、これを拒否し、」を加える。

5 同六〇枚目表二行目「もっとも」以下同六行目まで及び同八行目を削除し、同一

一行目の「勤務状態の下で」以下同末行までを「勤務状態の下で原告の交通事業が

運営されていることを認めながら、参加人は、前記財政再建計画に関する参加人の

要求を貫徹するための手段として超勤を拒否し、原告の業務の正常な運営を阻害す

ることを狙ったものであることが明らかといわなければならない。」と改める。

6 同六〇枚目表末行と同裏一行目との間に「（イ）ディーラー整備員入構拒否」を加

える。

7 同六〇枚目裏九行目の「ピケッティグ」以下一〇行目までを「ピケッティングし

て入構を阻止し、その結果ディーラー整備員の入構就労ができなかったことが認め

られる。」と改め、同一一行目以下同六一枚目表六行目の「措信できない。」まで

を削除する。

8 同六一枚目表九行目の「証人 Y2」を「原審及び当審における証人 Y2」と改め、

同裏一一行目の「X10」の次に「当審における証人 X11」を加え、同一一行目の「供

述」を「各供述」と改める。
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9 同六二枚目表五行目以下八行目冒頭の「こと」までを「は、局庁舎等に許可なく

ポスター、プラカード、ビラ等を掲示し貼付することは、庁舎管理規程により禁止

されていることを知りながら、同年六月一一日頃から無断で本庁舎等に多数のビラ

を貼付し、当局の再三にわたる撤去命令にもかかわらずこれを撤去しなかった。そ

こで、原告において外部から作業員を入れてこれを撤去しようとしたところ、参加

人らにおいて、同撤去作業を妨害したこと、」と改める。

10 同六二枚目裏九行目の末尾に「(第二波)」を加え、同一一行目の「同第九号証」

を「同第九号証及び同第一一号証」と、同末行の「証人 Y2」を「原審及び当審に

おける証人 Y2」と各改め、同末行の「供述」の次に「、当審における証人 Y2 の

証言により真正に成立したと認められる甲第二三号証」を加え、同六三枚目表一行

目の「この間」を同年六月二七日から同年七月一日までの間、」と、同二行目冒頭

の「検闘争として、」を「検闘争と称して、原告主張のように」と各改め、同八行

目の「たわけではなく、」の次に「前記超勤拒否と同様参加人の要求貫徹のための

手段としてされたものであって、」を加え、同九行目の「そのように」以下同一〇

行目までを削除する。

11 同六三枚目裏一行目の「(服務心)」を「(前掲乙第二四号証の一ないし四―北九州

市交通局自動車乗務員服務心」と改め、同三行目の「しかし、」の次に「前掲乙第

一五号証、同第二四号証の一ないし四、同第二七号証の一によると、」を加え、同

七行目の「四一条)。よって、」を「四一条)から、」と、同八行目の「判断したが、

以下同一一行目までを「判断し、出庫を命じたものであることが認められる。」と

各改める。

12 同六三枚目裏末行の冒頭に「前掲乙第一一号証(証人 Y3 証言部分)及び同第二七

号証の一によると、」を、同六四枚目表三行目の「記載部分」の次に「、当審にお

ける証人 X8 の供述部分」を各加える。

13 同六四枚目表五行目の末尾に「(第三波)」を加え、同一〇行目の「(証人 X16 証

言部分)と」を「(証人 X15 証言部分)号証、」と改め、同裏四行目の「同第三三号

証」の次に「、当審における証人 Y2 の供述及び同供述により真正に成立したと認

められる甲第二四号証」を、同五行目の「参加人は、」の次に「同年七月三日原告

主張のように」を各加える。

14 同六四枚目裏一二行目の「同日」を「同月一日」と、同末行目の「当日の争議」

を「かねて計画のとおり、同月三日、一斉年次休暇闘争」と各改める。

l5 同六六枚目表六行目の冒頭に「以上の事実が認められ、」を、同七行目の「(X15
証言部分)」の次に「、同第一八」を、同八行目の「X6」の次に「、当審における

証人 X4」を各加え、同行目の「供述」を「各供述」と改める。

二 本件懲戒処分の発令について

地公労法第一一条一項は、「職員及び組合は、地方公営企業に対して同盟罷業、怠

業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職

員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、

又はあおってはならない」旨規定し、同法第一二条は、前条の規定に違反する行為を

した者を解雇することができる旨規定する。そしてまた、地方公務員法第三二条は、
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職員に対し命令等や上司の職務上の命令に従う義務を課しており、同法第一九条一項

は、同法に違反した職員につき免職その他の懲戒処分をすることができる旨規定して

いるところ、成立に争いのない乙第二、第三号証及び弁論の全趣旨によると、控訴人

は、前記認定のように、参加人が第一波ないし第三波の実力行使としてした超勤拒否

闘争、完全点検闘争、一斉休暇闘争につき、訴外 X1 が参加人の執行委員長としてこ

れを計画指導し、同 X5 及び同 X4 が副執行委員長、同 X6 は書記長、訴外 X12 を除

くその余の訴外人ら八名はいずれも執行委員として、いずれも前記闘争行為の計画に

関与した行為、更に、訴外 X1 の七月三日の折尾営業所における前記認定の行為(休

暇闘争の煽動)、同 X4 の前記認定の同日の若松渡し場案内所における管理職による

バス運行を阻止した行為、同 X5 の同月一日の二島営業所における完全点検闘争を実

行した行為、同 X6 の七月三日折尾営業所における体暇闘争煽動の各行為、同 X2 の

前記認定の六月二一日小石営業所におけるディーラー整備員の入構阻止、同月二七日

及び七月一日同営業所における完全点検闘争の実行、同月二日同営業所における行為

(休暇闘争の煽動)、同月三日同営業所における X16 運転手の振替勤務阻止の各行為、

同 X3 の前記認定の六月二一日二島営業所におけるディーラー整備員の入構阻止、七

月一日同営業所における完全点検闘争の実行、同月二日及び同月三日本庁舎、同営業

所及び整理事業所における休暇闘争煽動の各行為、同 X8 の前記認定の六月二七日小

石営業所における代替車のキーを取上げてその運行阻止、七月一日同営業所における

完全点検闘争の実行、同月二日同営業所における行為(休暇闘争の煽動)、同月三日同

営業所における X16 運転手の振替勤務阻止の各行為、同 X7 の前記認定の七月一日同

営業所における完全点検闘争の実行行為、同 X9 の前記認定の六月二一日二島営業所

におけるディーラー整備員の入構阻止、同月二二日整備事務所におけるビラ撤去作業

の妨害及びビラ貼付、七月三日整備事務所における休暇闘争煽動の各行為、同 X11
の前記認定の六月二二日折尾駅前案内所における Y4 庶務課長に対するビラ撤去作業

中止要求による同作業の妨害、同日折尾営業所における管理職によるバス運行の阻止、

七月三日同営業所における休暇闘争煽動の各行為、同 X10 の前記認定の六月二一日

折尾営業所におけるディーラー整備員の入構阻止、同月二二日同営業所における管理

職によるバス運行の阻止、同日折尾駅前案内所における Y4 庶務課長に対するビラ撤

去作業中止要求による同作業の妨害の各行為、同 X12 の前記認定の七月二日二島営

業所における休暇闘争の煽動、七月三日整備事務所における体暇闘争の煽動及び Y5
整備課長の机のガラスを木製の名札で叩いて割った行為は、いずれも地公労法第一一

条一項、北九州市交通局就業規程第九〇条一一号の規定等に違反するものであるとし

て、地方公務員法第二九条一項一号及び三号に基づき、同四二年八月二日、右訴外人

らを本件懲戒処分に付したものであることが認められる。

三 本件各闘争と地公労法第一一条一項該当性等について

l 先ず、参加人は、超勤拒否(三六協定締結ないし更新拒否)は、三六協定のない状

態における超勤拒否であるから、違法視される理由はない旨主張する。

そこで、参加人の本件超勤拒否すなわち三六協定の締結ないし更新拒否が地公労

法第一一条一項の争議行為になるか否かにつき考える。超過勤務に関する三六協定

を締結するか否かは、原則として、労働組合ないし労働者の自由に属するところで
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あるから、労働組合が超過勤務自体の労働条件に関する労使間の意見不一致のため、

同協定の締結ないしは更新を拒否したとしても、これをもって直ちに違法とするこ

とはできないことはいうまでもないところである。しかし、労働組合が、当該事業

の運営が超過勤務に依存すること、すなわち、超過勤務の正当性を是認しながら、

超過勤務に関する労働条件そのものではなく、労使間の他の紛争についての自己の

要求を貫徹する手段として三六協定の締結ないし更新を拒否し、超勤を拒否するこ

とは、争議行為(同盟罷業)に該当するものと解するのが相当であるところ、参加人

が本件三六協定の締結ないし更新を拒否し、組合員の超勤を拒否させるに至った経

緯並びにその態様はさきに認定したとおりであって、同事実からすると、控訴人の

交通事業におけるバスの平常の運行ダイヤは、参加人も加わったダイヤ編成審議会

の審議を経て定められたものであり、一日九勤務が超勤ダイヤとして編成されてい

て超勤が恒常化され、超勤の拒否があれば平常のダイヤ運行に支障を来たす状況に

あったところ、参加人の前記三六協定の締結ないし更新拒否による超勤拒否闘争は、

超勤の恒常化(正当性)を認めながら、控訴人の財政再建計画に関する参加人の要求

を貫徹するための手段としていたものであり、かつ、控訴人の交通業務の正常な運

営を阻害するためにしたものであって、地公労法一一条一項の禁止する争議行為に

該当するものといわざるをえない。

よって、参加人の右主張は理由がない。

2 次に、参加人は、ディーラー整備員の入構阻止及び管理職による自動車の運行阻

止は、いずれもスト破りに対するピケッティングであって、正当な組合活動である

旨主張する。

しかし、ピケッティングは、争議行為の実効性を確保するための手段として意義

を有するものであって、当該争議行為の適法性を前提とし、争議権保障の範囲内に

おいてのみ許されるものであるところ、参加人に対しては後記のように地公労法第

一一条一項により争議行為が禁止されているのである以上、ピケッティングによる

前記阻止行為はいずれも違法であって、正当な組合活動ということはできない。

よって、参加人の右主張は理由がない。

3 更に、参加人は、完全点検闘争は、北九州市交通局自動車乗務員服務心得第四一

条による仕業点検として義務付けられた通り行ったに過ぎない旨主張する。

しかし、すでに認定したように、本件完全点検闘争は、単に交通安全の配慮から

入念に仕業点検したということではなく、実質的には、参加人の要求を貫徹する手

段として業務阻害を行おうとするものであって、いずれも自動車の運行に差支えな

い整備状況であったのに、上司の出庫命令に従わず、自動車の運行を阻止したこと

は、いずれも地公労法第一一条一項の業務の正常な運営を阻害する行為に該当する

ものというべきである。よって、参加人の右主張も理由がない。

4 また、参加人は、年次休暇闘争は、法律によって与えられた権利を行使したもの

であって、争議行為ということはできない旨主張する。

年次休暇の権利は、労働基準法第三九条一、二項の要件を充足することによって、

法律上当然に労働者に生ずる権利であって、年次休暇の利用目的は、労働基準法の

関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、労働者の自由であり、
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本来使用者の干渉を許さないものである。しかし、いわゆる一斉休暇闘争は、労働

者がその所属事業所において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、組合等

の指令により全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するものであって、そ

の実質は年次体暇に名をかりた同盟罷業にほかならない。したがって、その形式い

かんにかかわらず、本来の年次休暇権行使ではないのであるから、これに対する使

用者の時季変更権の行使もありえないものである(最高裁判所昭和四八年三月二日

第二小法廷判決・民集二七巻二号二一〇頁参照)。ところで、本件における休暇闘

争は、さきに認定したように、参加人の指令に基づき、組合員である職員が全員一

斉に休暇届を出すことによって職場を離脱し、控訴人の業務の正常な運営の阻害を

狙ったものであって、一種の同盟罷業ということができ、地公労法第一一条一項に

より禁止された争議行為に該当するものというべきである。よって、参加人の右主

張は理由がない。

5 ところで、参加人は、地公労法第一一条一項の規定は、地方公営企業職員の争議

行為を全面的一律に禁止したもので、勤労者の団体行動権を保障した憲法第二八条

に違反し無効である旨主張する。

（一）地公労法第一一条一項の規定は、その文理上、地方公営企業の職員及び組合に

対し、同盟罷業その他一切の争議行為を禁止しているものということができる。

（二）ところで、地方公営企業に勤務する職員も、憲法第二八条の勤労者として、同

条の保障を受けるものというべきである。

しかし、地方公営企業の職員は地方公務員であるから、身分及び職務の性質.
内容において非現業の地方公務員と多少異なるところはあっても、等しく公共的

職務に従事する職員として、実質的に地方の住民全体に労務を提供する義務を負

う点においては、両者の間に基本的な相違はなく、地方公営企業の職員が争議行

為に及ぶことは右のような地位の特殊性と職務の公共性と相容れず、また、それ

による業務の停廃が地方住民ないし国民全体の共同利益を害し、それら住民等の

生活に重大な障害をもたらすおそれがあることは、非現業の地方公務員、国家公

務員ないしは公労法の適用を受ける五現業、三公社等公共企業体の職員の場合と

選ぶところはない。

そして、地方公営企業の職員は、非現業の他の地方公務員と同様、財政民主主

義に表われている議会制民主主義の原則により、その給与その他の勤務条件が法

律ないし地方議会の定める条例・予算の形で決定さるべき特殊な地位にあり、団

体交渉権、労働協約締結権を保障する地公労法も条例・予算その他地方議会から

の制約を認めている(地方公営企業法第四条、第二四条二項、第三八条四項、地

公労法第八ないし第一〇条)。また、地方公営企業の事業は、利潤の追求を本来

の目的としておらず、その労使関係には、私企業におけるような市場の抑制力が

働かないため、ここでは争議権は、適正な勤務条件を決定する機能を果すことは

できず、かえって議会における民主的な手続によってなさるべき職員の勤務条件

等の決定に対し不当な圧力となり、これをゆがめるおそれがある。したがって、

これら職員の地位の特殊性や職務の公共性からして、地方住民全体ないし国民全

体の共同利益のため、法律がその争議権に制約を加えてもやむを得ないものとい
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わなければならない。

そしてまた、地方公営企業の職員についても、憲法によってその労働基本権が

保障されている以上、この保障と住民ないし国民全体の共同利益の擁護との間に

均衡が保たれるようすることは、憲法の趣意と解されるから、その労働基本権の

一部である争議権を禁止するにあたっては、相応の代償措置が講じられなければ

ならないところ、現行法制をみるに、同職員は、地方公務員として法律上その身

分の保障を受け、給与については生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共

団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して条例で定めな

ければならない (地方公労企業法第三八条三、四項)とされている。そして、特

に地公労法は、当局と職員との間の紛争につき、労働委員会におけるあっせん、

調停、仲裁の制度を設け、その第一六条一項本文において、「労働委員会の仲裁

裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければな

らず、また、地方公共団体の長は、当該仲裁裁定が実施されるように、できるだ

け努力しなければならない。」と定め、さらにまた、同項但し書は、当該地方公

営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定について

は、第一〇条を準用して、それを地方公共団体の議会に付議して、同議会の最終

的決定に委ねることにしているのである。これらは、職員ないし組合に労働協約

締結権を含む団体交渉権を付与しながら、争議権を否定する場合の代償措置とし

て、よく整備されたものということができ、右職員の生存権擁護のための配慮に

欠けるところはないものというべきである。

以上により、地公労法第一一条一項による争議行為の禁止は憲法第二八条に違

反するものではないと解する(最高裁判所昭和四八年五月二四日大法廷判決・刑

集二七巻四号五四七頁、同昭和五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号一

一七八頁、同昭和五二年五月四日大法廷判決・刑集三一巻三号一八二頁参照)。

よって、参加人の前記主張は理由がない。

四 結論

以上のとおり、地公労法第一一条一項は、地方公営企業の職員及び組合の一切の争

議行為を禁止し、また、職員並びに組合の組合員及び役員は右禁止された行為を共謀

し、そそのかし、又はあおってはならない旨規定しているのであるから、右職員及び

組合役員が右法令の禁止に違反して争議行為を行い、あるいは右争議行為を共謀し、

そそのかし、又はあおった場合には、法令遵守義務を定めた地方公務員法第三二条に

違反したものとして、同法第二九条一項一号及び三号に該当し、懲戒処分の対象とさ

れることを免れないと解すべきである。そして、この場合に、地公労法第四条が労働

組合法第七条一号本文の適用を除外していないことを根拠として、地公労法第一一条

一項違反の争議行為のうちにもなお、労働組合法第七条一号本文の「正当な行為」に

あたるものと然らざるものがあるとし、右「正当な行為」に当る争議行為については、

地方公務員法第二九条一項一号による懲戒処分をすることができないというような解

釈は、これを採用することができない。けだし、地公労法第四条によれば、地方公営

企業の職員に関する労働関係については、地公労法の定めるところにより、同法に定

めのないものについてのみ労働組合法の定めるところによるべきものであるとされて
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いるところ、右職員の争議行為については、地公労法第一一条一項において一切の争

議行為を禁止する旨定めているので、その争議行為につき更に労働組合法第七条一号

本文を適用すべき余地はないからである。地公労法第四条が労働組合法の右規定の適

用を除外していないのは、争議行為以外の職員の組合活動については地公労法に定め

がないので、これに労働組合法の同規定を適用して、その正当なものに対する不利益

な取扱いを禁止するためであって、地公労法違反の争議行為についてまで「正当な行

為」なるものを認める意味をもつものではない。また、労働者の争議行為は集団的行

動であるが、その集団性の故に参加人個人の行為としての面が失われるものでないか

ら、違法争議行為に参加した個人の責を免れ得ないことはいうまでもないところであ

る(最高裁判所昭和五三年七月一八日第三小法廷判決・民集三二巻五号一〇三〇頁参

照)。

これを本件についてみるに、さきに認定したところからすると、参加人がした前記

認定の第一波ないし第三波の超勤拒否闘争、完全点検闘争、一斉休暇闘争は、いずれ

も地公労法第一一条一項の争議行為に該当するものというべく、訴外 X1 はその執行

委員長としてこれを計画指導し、同 X5 及び同 X4 はその副委員長、同 X6 はその書

記長、訴外 X12 を除くその余の訴外人八名はいずれもその執行委員として、戦術会

議において前記争議行為を計画し、組合員をして同争議行為を行わせたものであるこ

と、更にまた、訴外 X1 が七月三日折尾営業所で、多数の組合員と共に、Y6 営業所

長らに対し組合員の休暇承認を激しく要求したこと(体暇闘争のあおり行為といえ

る。)、同 X4 が同日、若松渡し場で管理職によるバスの運行を阻止したこと、同 X5
が同月一日、二島営業所で点検闘争を実行し、Y7 営業所長の出庫命令を拒否してバ

スを欠行させたこと、同 X6 が、六月二二日、整備事務所で当局のビラ撤去作業を妨

害し、七月三日、折尾営業所で前記 X1 らと共に X1 と同様の休暇闘争のあおり行為

をしたこと、同 X2 が、六月二一日、小石営業所でディーラー整備員の入構を阻止し、

七月一日、同営業所で完全点検闘争を実行し、Y3 営業所長の命令を拒否してバスの

運行を阻止し、同月二日、同営業所で多数の組合員と共に Y3 営業所長らを取囲み、

長時間にわたり、組合員の休暇承認を激しく要求し(休暇闘争のあおり行為といえ

る。)、同月三日、同営業所で X2 運転手の振替勤務を阻止したこと、同 X3 が、六月

二一日、二島営業所でピケを張り、ディーラー整備員の入構を阻止し、七月一日、同

営業所で完全点検闘争を実行し、Y7 営業所長の出庫命令を拒否してバスを欠行させ、

同月二日及び三日、本庁舎・同営業所及び整備事務所で Y2 職員課長、Y7 営業所長、

Y5 整備課長らに対し、多数の組合員と共に組合員の七月三日の休暇承認を激しく要

求(休暇闘争のあおり行為といえる。)したこと、同脇が、六月二七日、小石営業所で Y7
営業所長が点検闘争に備え、代車にするつもりで二島営業所から運転してきた貸切用

バスのキーを取上げ、七月一日、同営業所で完全点検闘争を実行し、Y3 営業所長の

命令を拒否してバスの運行を阻止し、同月二日、同営業所で前記 X2 らと共に同人と

同様の休暇闘争のあおり行為をし、同月三日同営業所で X16 運転手の振替勤務を阻

止したこと、同 X7 が、六月二一日、二島営業所でディーラー整備員の入構を阻止し、

七月一日同営業所で完全点検闘争を実行し、Y7 営業所長の出庫命令を拒否してバス

を欠行させたこと、同 X9 が、六月二一日、二島営業所でピケを張り、ディーラー整
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備員の入構を阻止し、同月二二日整備事務所で当局のビラ撤去作業を妨害し、更に、

同日、当局の制止をきかず同事務所の窓ガラスにビラ五、六〇枚を貼付し、七月三日、

同事務所で前記 X3 らと共に X3 同様休暇闘争のあおり行為をしたこと、同 X11 が、

六月二二日、折尾駅前案内所で多数の組合員と共に、Y4 庶務課長に対しビラ撤去作

業の中止を激しく要求してビラ撤去作業を妨害し、同日、折尾営業所でピケを張り、Y6
営業所長の欠行ダイヤの代替運行を阻止し、七月三日、同営業所で前記 X1、X6 らと

共に同人らと同様休暇闘争のあおり行為をしたこと、同 X10 が、六月二一日、同営

業所でディーラー整備員の入構を阻止し、同月二二日、同営業所でピケを張り、Y6
営業所長の欠行ダイヤの代替運行を阻止し、同日、折尾駅前案内所で多数の組合員と

共に Y4 課長に対しビラ撤去作業の中止を激しく要求して、ビラ撤去作業を妨害した

こと、同 X12 が、七月三日、整備事務所で前記 X3、X9 らと共に、同人ら同様休暇

闘争のあおり行為をし、その際、Y5 整備課長の机のガラスを木製の名札で叩いて割

ったこと等、以上の訴外人らの各行為は、地公労法第一一条一項及び北九州市就業規

則第九〇条一一号に違反し、また、地方公務員法第三二条にも達反するものであって、

同法第二九条一項一号及び三号の懲戒事由に該当するものといわなければならない。

よって、控訴人が右条項を適用して、右訴外人らを懲戒に付した本件懲戒処分は相

当であって、訴外人に対する本件各懲戒処分が労働組合法第七条一号本文の不当労働

行為に該当するいわれはないものといわなければならない。

五 そうすると、被控訴人が、控訴人の訴外人らに対する本件懲戒処分がいずれも同条

同号の不当労働行為に該当するものとして発した本件救済命令は、いずれも違法とい

わなければならない。よって、被控訴人が昭和四二年（不）第二六号不当労働行為救

済申立事件につき、同四七年四月二六日付で発した本件救済命令の取消を求める控訴

人の本訴請求は、正当として、これを認容すべきである。

六 してみると、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は失当であって、控訴人の本件控

訴は理由があるので原判決を取消し、控訴人の本訴請求を認容することとし、訴訟費

用の負担につき民事訴訟法第九六条、第九三条、第八九条を適用して、主文のとおり

判決する。

福岡高等裁判所第三民事部


